
政
令
第
二
百
七
十
四
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
二
条
第

一
項
第
四
号
及
び
第
四
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
九
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
社
団
法
人
全
日
本
ダ
ン
ス
協
会
連
合
会
（
昭
和
六
十
年
五
月
三
十
日
に
社
団
法
人
全
日
本
ダ
ン
ス
協
会
連
合
会

と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
財
団
法
人
日
本
ボ
ー
ル
ル
ー
ム
ダ
ン
ス
連
盟
（
平

成
四
年
三
月
二
十
四
日
に
財
団
法
人
日
本
ボ
ー
ル
ル
ー
ム
ダ
ン
ス
連
盟
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
次
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
」
を
「
ダ
ン
ス
の
教
授
に
関
す
る
講
習
の
実
施
に
関
す
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
認
め
ら
れ
る
法
人
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
二
中
「
社
団
法
人
全
日
本
ダ
ン
ス
協
会
連
合
会
又
は
財
団
法
人
日
本
ボ
ー
ル
ル
ー
ム
ダ
ン
ス
連
盟
が
前
条
に
規
定

す
る
」
を
「
前
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
講
習
を
行
う
法
人
が
当
該
」
に
改
め
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施

行
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る
講
習
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
に
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
風
俗
営

業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。



理

由

近
年
の
風
俗
営
業
を
め
ぐ
る
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
て
、
設
備
を
設
け
て
客
に
ダ
ン
ス
を
さ
せ
る
営
業
の
う
ち
風
俗
営
業
か

ら
除
外
す
べ
き
も
の
の
範
囲
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。




